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令和８年１月２６日判決言渡  

令和７年（ネ）第１００６５号 ＤＭＣＡカウンターノーティスに基づくＵＲＬ回

復請求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所令和６年（ワ）第７０６０１号） 

口頭弁論終結日 令和７年１１月２０日 5 

           判         決 

 

  控  訴  人 Ｘ 

  

  被 控 訴 人 Ｇｏｏｇｌｅ ＬＬＣ 10 

  日本における代表者    グーグル・テクノロジー・ジャパン 

                     株式会社 

   

  同訴訟代理人弁護士 赤   川       圭 

      同 山   内   真   之 15 

  同    白   石   佳 壽 朗 

      同 下   田   真   央 

主         文 

      １ 本件控訴を棄却する。 

      ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 20 

           事 実 及 び 理 由 

本判決において用いる主な略語は、次のとおりである（原判決において定義して

いるものを含む。）。 

原告       控訴人（１審原告）Ｘ 

 被告       被控訴人（１審被告）Ｇｏｏｇｌｅ ＬＬＣ 25 

 ＤＭＣＡ     米国デジタルミレニアム著作権法 
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 原告サイト    原告の管理運営するウェブサイト 

 本件検索サイト  被告がインターネット上で管理運営する検索サイト 

 本件ＵＲＬ    原判決別紙記載の原告サイトのＵＲＬ 

 本件措置     被告が令和６年３月２９日までに講じた、本件検索サイトに

表示される検索結果から本件ＵＲＬを削除し非表示とする措5 

置 

 テイクダウン申請 著作権侵害を理由とするウェブサイトのＵＲＬやコンテンツ

の削除の申立て 

 削除申立人    テイクダウン申請を行った者 

 異議申立て通知  テイクダウン申請によりＵＲＬを削除し非表示とする措置が10 

講じられた者による再審査請求の手続 

 異議申立人    異議申立て通知を行った者 

 前訴判決     原告の被告に対する東京地方裁判所令和６年（ワ）第６６０

２号損害賠償等請求訴訟の判決 

第１ 控訴の趣旨 15 

 １ 原判決を取り消す。 

 ２ 虚偽のＤＭＣＡに基づく削除申請によって検索結果から削除された原告対策

サイト４５８１ＵＲＬ（本件ＵＲＬ）の原状回復を求める。 

第２ 事案の概要 

 １⑴ 被告は、本件検索サイトの検索結果から、複数の原告サイトのＵＲＬ（本20 

件ＵＲＬ）を削除し、これらを非表示とする措置（本件措置）を講じた。 

本件は、原告が、被告に対し、ＤＭＣＡ５１２条⒢項⑵節に基づき、本件

ＵＲＬの原状回復（復元）を求める事案である。 

 被告は、本件訴訟において、被告に本件ＵＲＬを復元する義務があること

を争うとともに、① 原告と被告との間でカリフォルニア北部地区を管轄す25 

る連邦地方裁判所を管轄裁判所とする旨の専属的国際裁判管轄合意が成立し
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ていることから、日本の裁判所に管轄権はない、② ＤＭＣＡ５１２条は、

ＵＲＬを削除されたウェブサイトの管理運営者（以下「利用者」という。）

に対し、当該ウェブサイトのＵＲＬの回復をサービス・プロバイダに請求す

る権利を付与する規定ではないとする前訴判決が確定しており、本件訴訟の

提起は、同一の争点について紛争を蒸し返すもので、訴訟上の信義則に反す5 

る旨の主張をしている。 

  ⑵ 原審は、① 原告と被告との間に専属的国際裁判管轄合意があるとはいえ

ない、② 原告による本件訴訟の提起は信義則に反するものではないとして

被告の主張を排斥する一方、原告が本件ＵＲＬの回復請求権の根拠として主

張するＤＭＣＡ５１２条⒢項⑵節の規定は、サービス・プロバイダがテイク10 

ダウン申請に基づいてＵＲＬやコンテンツ（以下、併せて「コンテンツ等」

という。）を削除した場合における免責条件を定めるものであり、サービス

・プロバイダに一定の義務が発生することを定めるものではないとして、原

告の請求を棄却し、原告は、これを不服として、控訴を提起した。 

 ２ 前提事実及び関係法令 15 

前提事実及び関係法令は、原判決４頁２行目末尾を改行の上、次のとおり付

加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の１及び

２（原判決２頁５行目から５頁１３行目まで）に記載のとおりであるから、こ

れを引用する。 

   「⑻ 当事者が本件に係る法律行為の当時に選択した地の法は、米国法であ20 

る。」 

第３ 争点及びこれに関する当事者の主張 

 １ 争点及びこれに関する当事者の主張は、２のとおり、本件ＵＲＬの回復請求

権の有無に関する当審における補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及

び理由」欄の「第２ 事案の概要」の３（原判決５頁１４行目から７頁２行目25 

まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 
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２ 当審における本件ＵＲＬの回復請求権の有無に関する補充主張 

 （原告の主張） 

  ⑴ 米国著作権局は、「Section 512 of Title 17: Resources on Online 

Service Provider Safe Harbors and Notice-and-Takedown System」と題す

る記事（甲２３。以下「本件記事」という。）のとおり、ＤＭＣＡ５１２条5 

について、サービス・プロバイダにコンテンツ等の復元義務があることを前

提に、異議申立て通知後、削除申立人が異議申立人に対し著作権の侵害行為

の差止めを求める訴訟を提訴しない場合、サービス・プロバイダは所定期間

内にコンテンツ等を復元しなければならないとして、コンテンツ等の復元ま

でを免責の条件とする解釈を示している。 10 

  ⑵ 米国判例「Lenz v. Universal Music Corp.(2015)」（甲３３。以下「判

例１」という。）において、異議申立て通知がされた場合、サービス・プロ

バイダは所定期間内にコンテンツ等を復元しなければならず、これが免除さ

れるのは、削除申立人が異議申立人に対し著作権の侵害行為の差止めを求め

る訴訟を提起した旨の通知をサービス・プロバイダが受領したときに限られ15 

る旨の判断が示されている。ＤＭＣＡ５１２条⒢項⑴節に規定する「免責」

と同項⑵節に規定する「義務」は不可分一体のものであるところ、手続的均

衡の観点（削除申立人が原告に対し訴訟を提起した事実はない。）において

も、また、虚偽のテイクダウン申請に対する表現の自由の保護の観点におい

ても、被告には本件ＵＲＬを復元する義務があるというべきである。 20 

    また、米国判例「Online Policy Group v. Diebold Inc.(2004)」（甲３

４。以下「判例２」という。）においては、虚偽のテイクダウン申請による

悪意ある削除の場合や手続違反がある場合には、削除申立人に損害賠償責任

がある旨の判断が示されている。本件において、原告が著作権を侵害した事

実はなく、正当な削除申立人が存在しないことの確認を怠った被告に責任が25 

生ずるのは明らかであり、これに対応して、原告にはコンテンツ等の回復を
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サービス・プロバイダに請求する権利があるというべきである。 

⑶ 米国著作権局の「A2P2 ISSUE BRIEF: US COPYRIGHT OFFICE REPORT ON 

SECTION 512 MAY 2020」と題する報告書（甲３５。以下「本件報告書」とい

う。）においては、ＤＭＣＡ５１２条は、コンテンツの再掲載を要求する異

議申立て通知を送信する機会を利用者に付与するもので、利用者は、その利5 

益を保護するためコンテンツの再掲載を要求できるとされているのであって、

原告にコンテンツ等の回復をサービス・プロバイダに請求する権利がないと

するのは誤りである。 

  ⑷ 仮に、虚偽のテイクダウン申請によるコンテンツ等の削除に対し異議申立

て通知をしても、コンテンツ等を復元するか否かは事業者の任意であるとい10 

うのであれば、利用者の権利や表現の自由が保障されないことになるし、著

作権と表現の自由の保護をいうＤＭＣＡの趣旨にも反する。 

 （被告の主張） 

 ⑴ 本件の争点は、ＤＭＣＡ５１２条⒢項⑵節の規定がコンテンツ等の復元を

免責の要件としているか否かではなく、原告が上記規定に基づきコンテンツ15 

等の回復を請求できるか否かである。本件記事は、ＤＭＣＡ５１２条⒢項⑵

節の規定が、サービス・プロバイダがテイクダウン申請に基づいてコンテン

ツ等を削除した場合における、サービス・プロバイダの免責条件を定めてい

ることをいうもので、サービス・プロバイダに一定の義務が生ずることをい

うものではなく、原告の主張の根拠とはなり得ない。 20 

 ⑵ 判例１及び判例２に関する原告の主張内容は、意味不明といわざるを得な

い。 

原告は、判例１に関連して、ＤＭＣＡ５１２条⒢項⑴節に規定する「免責」

と同項⑵節に規定する「義務」は不可分一体のものである旨の主張をするが、

ＤＭＣＡ５１２条⒢項⑴節の規定は、責任免除が原則であることを、同項⑵25 

節の規定は、例外的に責任免除の原則が適用されない場合があることを定め
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るもので、いずれもサービス・プロバイダの免責に関する規定である。 

また、判例２は、サービス・プロバイダに対するコンテンツ等の回復請求

とは無関係である。 

 ⑶ 本件報告書（甲３５）は、米国著作権局が作成したものではなく、非営利

団体（Authors Alliance）が同局の報告をまとめたもののようである。 5 

いずれにせよ、本件報告書は、テイクダウン申請をサービス・プロバイダ

に送信することにより、サービス・プロバイダに対しコンテンツ等の削除を

要求できることを説明するにすぎない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、原告の請求は理由がなく、本件控訴は棄却すべきものと判断10 

する。その理由は、原判決８頁２２行目末尾を改行の上、次のとおり付加し、

２のとおり、当審における補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決

の「事実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」の１から３まで（原判決

７頁４行目から９頁２０行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用

する。 15 

   「 当事者が本件に係る法律行為の当時に選択した地の法が、米国法であ

ることは、前記のとおりであり、本件においては、米国著作権法が準拠法と

なる（法の適用に関する通則法７条）。」 

 ２ 当審における本件ＵＲＬの回復請求権の有無に関する補充主張に対する判断 

⑴ 原告は、利用者は、サービス・プロバイダに対し、ＤＭＣＡ５１２条⒢項20 

⑵節に基づき、サービス・プロバイダの削除したコンテンツ等の回復を請求

できることが、本件記事（甲２３）や、判例１（甲３３）、判例２（甲３

４）、本件報告書（甲３５）において示されている旨の主張をする。 

⑵ しかしながら、ＤＭＣＡ５１２条⒢項は、同項⑴節において、コンテンツ

が著作権の侵害に当たると最終的に判断されるか否かにかかわらず、サービ25 

ス・プロバイダが善意で行ったコンテンツ等の削除については原則として免
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責されることを、同項⑵節は、サービス・プロバイダがテイクダウン申請に

基づいて行ったコンテンツ等の削除については、原則として同項⑴節の適用

はないが、サービス・プロバイダにおいて、異議申立て通知を受領し、その

ことを速やかに削除申立人に通知した上、所定期間内にコンテンツ等の復元

を行った場合（ただし、サービス・プロバイダにおいて、削除申立人が異議5 

申立人に対し侵害行為の差止めを求める訴訟を提起した旨の通知を受領した

ときを除く。）には、同節の適用を認めることなどをそれぞれ規定するので

あり、そうすると、ＤＭＣＡ５１２条⒢項⑵節の規定が、サービス・プロバ

イダにコンテンツを復元する義務があることを定めるものと解するのは困難

である。 10 

そして、このことは、本件記事（甲２３）の内容（本件記事は、ＤＭＣＡ

５１２条⒢項⑴節及び⑵節の規定するサービス・プロバイダの免責について

説明するものである。）、判例１（甲３３。判例１は、削除申立人の義務、

損害賠償責任に関するもので、異議申立て通知後のコンテンツ等の復元に係

るサービス・プロバイダの義務について明確な判断を示すものではない。）15 

及び判例２（甲３４。判例２は、悪意で虚偽のテイクダウン申請をした削除

申立人の責任に関するもので、サービス・プロバイダに対するコンテンツ等

の回復請求について判断を示すものではない。）において示された各判断、

本件報告書（甲３５）の内容（本件報告書は、ＤＭＣＡ５１２条が、利用者

にコンテンツの再掲載を要求する異議申立て通知を送信する機会を付与して20 

いることをいうものである。）によって、左右されるものではない。 

第５ 結論 

   よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却する

こととして、主文のとおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第２部 25 
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裁判長裁判官                       

                  森   冨   義   明 

 5 

 

 

裁判官                      

                  菊   池   絵   理 

 10 

 

 

裁判官                      

                  頼       晋   一 


